
年　　月　　日

フリガナ

※承諾連絡や申請内容確認のために連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

※児童名のフリガナは、カタカナで濁点等を一マスに記入をお願いします。

利用期間区分　

　　通学中(予定)の小学校 利用希望クラブ名

放課後児童クラブ

年 月 日

年 月 日

□ □ □ □ □ □

( )
 　　□ 新規加入　　　□ 今年度すでに加入している

口座振替手続の状況(※)  □ 新規手続済み(控えを窓口で御提示ください) □ 過去の利用時・兄弟姉妹の利用で既存あり

(※引落可能な口座であることを御確認の上、御指定ください。)

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※記入欄が不足する場合、2枚目を御使用ください。 （裏面・同意欄に続く）

利用申込期間 □確認済
受付者

同居家族 □確認済

備考

利用承諾期間 登録年月日 区分 入力 コード 保険

□ □入力済(　　 / 　～)

2026年度(令和8年度)放課後児童クラブ事業利用申込書 000

福　山　市　長　様
〒

住　所
受付印

保護者 （児童との続柄　　　　　）名　前

日
□ 通常利用　□ 短期利用（春・夏・冬休み）

クラブ番号 組

（日中の連絡先） ( □母　□自宅
□父　□その他（　 　  ） )

※「福山市放課後児童クラブ利用案内」を読み、理解した上で放課後児童クラブ事業の利用を申込みます。
　なお、この申込みに関する裏面の同意事項に同意します。

フリガナ

姓 名
児童名

小学校 年

年 月生年月日

□ 早

終了年月日 （　　　）
□ 延

利用予定日
利用予定の曜日に

☑をつけてください

月曜日

組
□通学中の小学校以外への申込み

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

申込児童について、身体のこと、精神面のこと、
その他気がかりなことがあれば記入してください。
（健康状況、アレルギー、障がい等）

支 援 学 級
の 在 籍

□有 □無

延長預かり事業の利用について
※延長預かり事業を利用される場合は、別途
『放課後児童クラブ延長預かり事業利用（利用
廃止）申込書』の提出をお願いします。
※申込時点で事業を行っている放課後児童クラ
ブまたは、４月１日から事業を行う放課後児童
クラブが対象になります。

利用希望期間
利用案内を御参照の上、
締切日にご注意ください

開始年月日 （　　　）

放課後安心プラン掛金（全員加入・年間500円）

添付
書類

□同居

□別居

□福山市内

□福山市外

□福山市内

□福山市外

1就労　　2病気　　3障がい
4病人などの介護　 5出産
6就学　　7災害復旧

□

□

申込児童を除く家族（市外も含む）の状況について、太枠内の必要事項を記入の上、該当する番号に○印をつけてください。
※年齢確認の欄は、2026年4月1日時点での年齢を記入してください。
※福山市に住民票がない保護者で市町村民税が非課税の場合は、非課税証明が必要です。(裏面「利用料の免除について」参照)

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ
名前

年齢
確認

生年月日
同居
別居

2025/1/1の住所 2026/1/1の住所 児童を監護出来ない理由

(続柄　  　    )

(続柄　  　    )

□同居

□別居

□福山市内

□福山市外

□福山市内

□福山市外

1就労　　2病気　　3障がい
4病人などの介護　 5出産
6就学　　7災害復旧

□

(続柄　  　    )

□同居

□別居

□福山市内

□福山市外

□福山市内

□福山市外

1就労　　2病気　　3障がい
4病人などの介護　 5出産
6就学　　7災害復旧

□同居

□別居

□福山市内

□福山市外

□福山市内

□福山市外

1就労　　2病気　　3障がい
4病人などの介護　 5出産
6就学　　7災害復旧

□

(続柄　  　    )

□同居

□別居

□福山市内

□福山市外

□福山市内

□福山市外

1就労　　2病気　　3障がい
4病人などの介護　 5出産
6就学　　7災害復旧

□

(続柄　  　    )

口座・未納

日

保険料領収 □今回領収 □加入済 口座振替依頼書 □新規手続済 □既存有り □口座振替手続確認書

審査時
記入欄

保留中□

　月　　　日～　　　月　　　日 / 通年・短期

年 月受
付
者

記
入
欄

就労証明書の原本の添付先
□本申込
□保育所　□放児（兄弟姉妹）

受付
年月日



 

放課後児童クラブ事業利用申込みに係る同意について 

 

この同意は、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、児童福祉法第６条の３第２ 

項に規定する放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）を利用するために必要なものです。次の同意内 

容をお読みいただき「放課後児童クラブ事業利用申込書」（表面）に署名してください。 

 

ＮＯ 同意内容 

１ 

放課後児童クラブ事業を利用するために必要な住民情報及び利用料の決定に必要な市町村民税の情報（同一住所

の者を含む）を閲覧すること。 

２ 

課税台帳及び世帯状況の調査の結果、税額等に相違がある場合に、さかのぼって放課後児童クラブ利用料の変更

決定を行う場合があること。 

３ 

放課後児童クラブ事業を利用するために必要な申込児童の健康状態及び配慮事項について、保育所等及び学校等

の関係機関と連携すること。 

４ 

放課後児童クラブ利用料の滞納が続いたときは、放課後児童クラブ事業の利用の承諾を解除する場合があること。 

また、放課後児童クラブ利用料の滞納整理のために、市の職員が私の自宅及び勤務先へ電話又は訪問し、私の勤

務先への給与照会、金融機関等への財産調査及び差押当の滞納処分、児童手当に係る徴収に関する申出書の提出

の依頼を行うこと。 

５ 

本申込書の提出時に放課後児童クラブ利用料の滞納が続いている場合は、市の職員が私の自宅及び勤務先に電話

または訪問し、児童手当に係る徴収に関する申出書の提出を依頼する場合があること。 

 

 

 

世帯員全員が非課税の場合は、利用料が免除になります。 

※２０２５年・２０２６年１月１日に福山市に住民票がない保護者（市町村民税非課税の場合に限る）については、それぞれの１月１日に 

住民登録していた自治体から、市町村民税非課税証明書を取得し、入会申込の際に放課後児童クラブに提出してください。 

市町村民税非課税証明書の提出がない場合は、利用料は免除になりません。 

収入 市民税の年度 利用料 
※非課税証明書の提出が

必要な保護者 

２０２４年中 

（令和６年中） 

２０２５年度 

（令和７年度） 

２０２６年度（令和８年度）４月から８月までの利用料 

※新年度申込・年度途中申込・春・夏・冬休みの申込みの利用料については、 

利用承諾時にお知らせします。 

２０２５年（令和７年） 

１月１日に住民票が福山

にない保護者 

２０２５年中 

（令和７年中） 

２０２６年度 

（令和８年度） 

２０２６年度（令和８年度）９月から３月までの利用料 

※利用料に変更が生じた場合は、９月中にお知らせします。 

 

２０２６年（令和８年） 

１月１日に住民票が福山

にない保護者 

 

 

利用料の免除について 


